
様式第１号（第５条関係）

年 月 日

壱岐市長 様

住 所

氏 名 印

空き家バンク物件登録申請書

壱岐市空き家バンク実施要綱に定める趣旨等を理解し、同要綱第５条第１項の規定

により、次のとおり登録を申請します。

記

１ 同意事項

（１）登録した空き家等の情報の一部（所在地、物件の概要及び写真）について、

壱岐市のホームページ等で一般に公開されることに同意します。

（２）登録を受けた空き家等の利用希望者に対して、登録された情報を提供される

ことに同意します。

２ 誓約事項等

（１）壱岐市空き家バンク実施要綱第２条第２号に規定する所有者等であることを

誓約します。

（２）空き家バンク物件登録カードの記載事項に偽りはなく、壱岐市空き家バンク

実施要綱第４条各号に掲げる全ての要件を満たすものであることを誓約しま

す。 
（３）利用者との交渉及び契約には誠意を持って臨み、疑義及び紛争等については

当事者間で解決に当たることを誓約します。

（４）申請する物件情報等の内容確認のため、固定資産情報等の閲覧について承諾

します。

（５）利用者との交渉及び契約により得た個人情報等について、空き家バンクの目

的に従って利用し、決して他の目的に利用しないことを誓約します。

注１ 壱岐市では、情報の提供や必要な連絡調整等を行いますが、空き家等に関す

る交渉並びに売買及び賃貸借の契約については、一切これに関与しません。

２ 壱岐市では、壱岐市個人情報保護条例の規定に基づき、記載された個人情報

は、本事業の目的以外に利用しません。



様式第２号（第５条関係）

空き家バンク物件登録カード

所 有 者 等

ふ り が な

氏 名

住 所
〒

生年月日 年 月 日 （ ）歳

電話番号 － － ファックス － －

携帯番号 － － 電子メール

物 件 の

所 在 地
壱岐市

物 件 概 要

構 造 □木造 □軽量鉄骨造 □その他（ ）

階 数 □平屋建 □２階建 □その他（ ）

用 途 □専用住宅 □店舗兼用住宅 □その他（ ）

道 路 □車両進入可 □車両進入不可

敷地面積 ㎡・坪 
延床面積

１階 ㎡・坪

２階 ㎡・坪建築面積 ㎡・坪 

間 取 り

１ 階

□和室（ 畳）（ 畳）（ 畳） □居間（ 畳）

□洋室（ 畳）（ 畳）（ 畳） □台所 □風呂

□トイレ □その他（ ）

２ 階

□和室（ 畳）（ 畳）（ 畳） □居間（ 畳）

□洋室（ 畳）（ 畳）（ 畳） □台所 □風呂

□トイレ □その他（ ）

設備状況

電 気 □休止中 □廃止 □その他（ ）

ガ ス □プロパンガス □その他（ ）

風 呂 □ガス □灯油 □電気 □その他（ ）

水 道 □上水道 □簡易水道 □井戸 □その他（ ）

下水道 □下水道 □浄化槽 □その他（ ）

トイレ □水洗 □汲み取り ／ □和式 □洋式

付 帯

施 設

□駐車場（ 台（内車庫 台））□倉庫（ ㎡・坪）

□庭（ ㎡・坪）□その他（ ）

補 修

要 否
□即使用可 □小規模改修が必要（畳・ふすま替え等の内装補修）

□大規模改修が必要（外装・屋根の吹き替え・水回り補修等）

費 用

負 担

□所有者負担 □入居者負担

□その他（ ）

建築時期 年

空家となった時期 年 （約 年経過）

所有者等の

希 望 条 件

売買又は賃貸の別 □売りたい □貸したい（ □賃貸 □定期借家（ 年） ）

売価又は賃料の条件 □売却（ 円）□賃貸（ 円／月）

主要施設ま

で の 距 離

□ ( ) バ ス 停

( km)
□( )小学校 ( km)

□ 市 役 所 ・ 支 所

( km)

□ 保 育 園 ・ 幼 稚 園

( km)
□医療機関 ( km) □コンビニ ( km)

特 記 事 項
＊抵当権等が設定されている場合及び相続登記の必要がある場合はその旨を記載してく

ださい。



【敷地図及び配置図】（別紙可） ※敷地内の配置（付帯施設含む。）を記載してください。

【空き家の間取り図】（別紙可）

【添付書類】

（１）空き家等（売却を希望する場合は建物及びその敷地となっている土地）の登記事項証

明書又は登記簿謄本（申請日前３月以内に交付されたもの）

※建物が未登記の場合は、公課証明書に代える。

（２）不動産登記法第１４条各項に規定する地図又はそれに準ずる図面の写し（申請日前３

月以内に交付されたもの）に空き家等の位置を示したもの

（３）空き家等（売却を希望する場合は、建物及びその敷地となっている土地）の公課証明

書又は課税資産明細書

（４）空き家等の現況及び全景を確認することができる写真（３枚程度）

注１ 所有者等の情報は、空き家バンク利用者登録台帳に登録された者以外には公開しませ

ん。 
２ 敷地図及び配置図並びに間取り図については、別紙に作成し添付しても差し支えあり

ません。




